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（趣 旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」とい

う。）第４条の規定に基づき、鳥取県環境保全型農業直接支払交付金（以下「本交付金」という。）

の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本交付金は、環境保全に効果の高い営農活動が地域でまとまりをもって取り組まれるよう、

農業生産全体のあり方を環境保全を重視したものに転換していくことを目的として交付する。 

 

（交付金の交付） 

第３条 県は、前条の目的の達成に資するため、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱（令和４年

４月１日付３農産第３８１７号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。）、環境保

全型農業直接支払交付金実施要領（平成２３年４月１日付け２２生産第１０９５４号農林水産省生

産局長通知。以下「実施要領」という。）、日本型直接支払推進交付金交付等要綱（令和４年４月１

日付３農振第３０２１号農林水産事務次官依命通知。以下「推進交付金交付等要綱」という。）及び

日本型直接支払推進交付金実施要領（平成２８年４月１日付け２７生産第２８８５号・２７農振第

２２１９号生産局長・農村振興局長連名通知）に基づいて行う、別表１の第１欄に掲げる事業（以下

「対象事業」という。）について、次に掲げる者に対し予算の範囲内で本交付金を交付する。 

（１）別表１の第１欄の１に掲げる事業について別表２の第１欄に掲げる農業生産活動（以下「間接交

付金事業」という。）を行う別表１の第２欄に掲げる者に対し、同表の第３欄に規定する交付金を

交付する市町村 

（２）別表１の第１欄の２に掲げる事業を行う市町村 

２ 本交付金の額は、次に掲げるとおりとする。 

（１）別表１の第１欄の１に掲げる事業にあっては、別表２の第１欄に掲げる農業生産活動の区分に

応じ、同表の第２欄に定める交付単価に、当該対象農用地面積を乗じて得た額に別表１の第４欄

に定める率を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）の合計

額以下とする。 

（２）別表１の第１欄の２に掲げる事業にあっては、同表の第３欄に定める経費の額と、交付申請額の

いずれか低い額とする。 

 

（経費の流用の禁止） 

第４条 各対象事業の間においては、別表１の第３欄に掲げる交付対象経費を相互に流用してはなら

ない。 

 

（交付申請の時期等） 

第５条 本交付金の交付申請は、農地・水保全課長が別に定める日までに、対象事業ごとに行わなけれ

ばならない。 

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様式第１号及

び様式第２号によるものとする。 

 



（交付決定の時期等） 

第６条 本交付金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、その財源に充当する国の交付金

の交付を知事が申請してから当該交付の決定を受けるまでの日数に、原則として３０日を加えた日

数が経過するまでの間に行うものとする。 

２ 本交付金の交付決定通知は、様式第３号によるものとする。 

 

（間接交付の条件） 

第７条 本交付金の交付を受ける者（以下「交付金事業者」という。）は、第３条第１項第１号に規定

する交付金（以下「間接交付金」という。）を交付するときは、その交付を受ける者（以下「間接交

付金事業者」という。）に対して、次の表の左欄に掲げる規則の規定（これらの規定中同表の中欄に

掲げる字句を同表の右欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えたものとする。）に準じた内容の条件を

付さなくてはならない。 

第１２条（第４項を除く。）、

第１３条、第１４第、第１６条

第２項後段、第１７条、第２５

条及び第２６条 

補助事業者等 間接交付金事業者等 

交付決定 間接交付の決定 

補助事業等 間接交付金事業 

知事 交付金事業者 

様式第２号による 交付金事業者が定める 

対象事業 間接交付金事業 

様式第３号による 交付金事業者が定める 

補助金等及び間接県費補助金等 間接交付金 

 

（承認を要しない変更） 

第８条 規則第１２条第１項の知事が別に定める変更は、対象事業毎に別表１の第５欄に掲げるもの

以外の変更とする。 

２ 第６条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。この場合において、同項中「財源に充当

する国の交付金の交付を申請してから当該交付の決定」とあるのは、「変更等について中国四国農政

局長の承認を申請してから当該承認」と読み替えるものとする。 

 

（間接的な変更等の承認） 

第９条 交付金事業者は、第７条の規定により付した規則第１２条の規定に準じた内容の条件に基づ

き、間接交付金事業について変更の承認をしようとするときには、あらかじめ規則様式第２号によ

る申請書を知事に提出して、その承認を受けなければならない。 

２ 第６条第１項の規定は前項の規定による知事の承認について準用する。 

３ 交付金事業者は、第１項に規定する条件に基づき、規則第１２条第１項（同条第２項において準用

する場合を含む。）の別に定める変更等を定めるに当たっては、間接交付金事業において、間接交付

金の増額を伴う変更並びに間接交付金事業の中止及び廃止を定めてはならない。 

 

（指示等の報告） 

第１０条 交付金事業者は、第７条の規定により付した規則第１３条又は第１６条第２項後段の規定

に準じた内容の条件に基づき、間接交付金事業者に対して指示をし、又は間接交付金事業者から報

告を受けたときは、直ちにその旨を知事に報告しなければならない。 

 

（実績報告の時期等） 

第１１条 規則第１７条第１項の規定による報告（以下「実績報告」という。）は、次に掲げる日まで

に行わなければならない。 



（１）規則第１７条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、次に掲げる対象事業の区分に応じ、そ

れぞれに定める日（本交付金の全額が規則第１９条の規定により概算払されたときは、本交付金

の交付決定を受けた年度（以下「交付決定年度」という。）の翌年度の４月２０日） 

ア 別表の第２欄の１に掲げる事業 間接交付金事業の完了又は間接交付の中止若しくは廃止の

日から１５日を経過する日と交付決定年度の翌年度の４月５日のいずれか早い日 

イ 別表１の第２欄の２に掲げる事業 対象事業の完了又は中止若しくは廃止の日から１５日を

経過する日と交付決定年度の翌年度の４月５日のいずれか早い日 

（２）規則第１７条第１項第３号の場合にあっては、交付決定年度の翌年度の４月１５日 

２ 規則第１７条第１項の報告書（以下「実績報告書」という。）に添付すべき同条第２項第１号及び

第２号に掲げる書類は、それぞれ様式第１号及び様式第２号によるものとする。 

 

（間接交付金の支払） 

第１２条 別表１の第１欄の１に掲げる事業にあっては、交付金事業者は本交付金の支払を受けたと

きは、その支払を受けた額に応じた額の間接交付金を、遅滞なく間接交付金事業者に支払わなくて

はならない。 

 

（進捗状況の報告） 

第１３条 交付金事業者は、交付決定年度の第３四半期の末日現在において様式第４号による報告書

を作成し、当該年度の１月１５日までに提出しなければならない。 

２ 前項の規定による報告のほか、交付金事業者は、知事の求めに応じて、当該対象事業の遂行状況を

報告しなければならない。 

 

（概算払の時期等の変更を求める書類） 

第１４条 規則第２０条第１項の申出書は、様式第５号によるものとする。 

 

（交付決定前着手） 

第１５条 事業の着手は、原則として県からの交付決定通知を受けて行うものとするが、やむを得な

い事情により、別表１の第１欄の２に掲げる事業について交付決定の前に着手する必要がある場合

には、その理由を具体的に明記した様式第６号をあらかじめ知事に提出するものとする。 

 

（書類の保存） 

第１６条 交付金事業者は、規則第２６条に定める書類に加え、推進交付金交付等要綱別記様式第９

号の財産管理台帳その他関係書類を整備し、及び保管しなければならない。 

２ 前項の規定により整備し、及び保管すべき書類等のうち、電磁的記録により作成、整備及び保管が

可能なものは、電磁的記録によることができる。 

 

（交付金調書） 

第１７条 交付金事業者は、対象事業に係る歳入歳出の予算書及び決算書における計上科目及び科目

別計上金額を明らかにするため、交付金調書を作成しておかなければならない。 

２ 前項の交付金調書は、別表１の第１欄の１に掲げる事業にあっては交付等要綱別記様式第７号に、

同欄の２に掲げる事業にあっては推進交付金交付等要綱別記様式第１０号によるものとする。 

 

（残存物件の処理） 

第１８条 交付金事業者は、対象事業が完了し又は中止若しくは廃止した場合において、当該事業の

実施のために取得した機械器具、仮設物、材料等の物件が残存するときは、その品目、数量及び取

得価格を知事に報告しその指示を受けなければならない。 



（額の再確定） 

第１９条 交付金事業者は、規則第１８第１項の規定による額の確定通知を受けた後において、対象

事業に関し、違約金、返還金、保険料その他の本交付金に代わる収入があったこと等により対象事

業に要した経費を減額すべき事情がある場合は、知事に対し当該経費を減額して作成した実績報

告書を提出するものとする。 

 

（提出書類の部数等） 

第２０条 規則及びこの要綱の規定により交付金事業者が知事に提出する書類は、所管の地方事務所

（東部農林事務所、中部総合事務所及び西部総合事務所をいう。以下同じ。）を経由して提出しなけ

ればならない。 

 

（事業完了報告） 

第２１条 交付金事業者は、対象事業が完了したときは、当該対象事業が完了した日から５日を経過

する日と当該対象事業の完了予定年月日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日までに、様式

第７号を知事に提出しなければならない。ただし、既に実績報告書が提出されている場合は、この限

りでない。 

 

（雑則） 

第２２条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本交付金の交付について必要な事項は、農林水産

部長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２３年４月２１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年３月１２日から施行し、平成２３年度事業から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年７月１９日から施行し、平成２４年度事業から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年６月７日から施行し、平成２５年度事業から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年度事業から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年度事業から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年度事業から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年度事業から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年度事業から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和２年度事業から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和３年度事業から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和４年度事業から適用する。 

 



附 則 

この要綱は、令和５年度事業から適用する。 

附 則 

この改正は、令和７年４月１７日から施行し、令和７年度事業から適用する。 

 

 

 

別表１（第３条、第４条、第８条、第１１条、第１２条、第１５条、第１７条関係） 

１ 

対象事業 

２ 

事業主体 

３ 

交付対象経費 

４ 

交付率 

５ 

重要な変更 

 

１ 環境保全型

農業直接支払

交付金 

 

農業者団体等 

 

交付等要綱別紙の規定により別

表２の第１欄に掲げる活動に要

する経費に充てるため、農業者

団体等に対し交付金を交付する

のに要する経費 

 

 

３／４ 

 

１ 間接交付金の増額 

 

２ 交付金の30％を超え

る減額 

 

 

２ 環境保全型

農業直接支払

推進交付金 

 

市町村 

 

交付等要綱別紙３第２の規定に

基づき市町村が行う事業に要す

る経費のうち、日本型直接支払

推進交付金実施要領第６に規定

する経費 

 

 

１０/１０ 

 

  



別表２（第３条関係） 

【農業生産活動別交付単価】 

（単位：円／10ｱｰﾙ） 

１ 

農 業 生 産 活 動 

２ 

交付単価（上限） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として

５割以上低減する取組（以下「５割低減の取組」という。）と緑肥の施

用を組み合わせた取組 

５，０００ 

(２) ５割低減の取組と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用

を組み合わせた取組 

３，６００ 

(３) 有機農業（化学肥料及び農薬を使用しない農業）の取組 

  （そば、あわ、ひえ、きび、飼料作物以外） 

１４，０００ 

（このうち、炭素貯留効果

の高い有機農業を実施す

る場合に限り、２，０００

円を加算） 

(４) 有機農業（化学肥料及び農薬を使用しない農業）の取組 

  （そば、あわ、ひえ、きび、飼料作物） 

３，０００ 

(５) ５割低減の取組と総合防除を組み合わせた取組 

（そば、あわ、ひえ、きび、飼料作物以外） 

 

４，０００ 

(６) ５割低減の取組と総合防除を組み合わせた取組 

（そば、あわ、ひえ、きび、飼料作物） 

 

２，０００ 

(７) ５割低減の取組と炭の投入を組み合わせた取組 

 

５，０００  

(８) 有機農業の取組の拡大に向けた活動  

 

４，０００  

 


